
   福井市まち美化パートナー制度実施要綱 

 

 （ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 道 路 、 河 川 、 公 園 等 の 市 が 管 理 す る 公 共 空 間 （ 以 

下 「 公 共 施 設 」 と い う 。） の ボ ラ ン テ ィ ア で 行 う 清 掃 美 化 活 動 （ 以 下 「

ま ち 美 化 活 動 」 と い う 。） 実 施 に 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 地 域

へ の 愛 着 心 と 環 境 美 化 に 対 す る 市 民 意 識 の 高 揚 を 図 り 、 も っ て 市 民 と 市

と の 協 働 に よ る ま ち づ く り を 推 進 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 届 出 等 ） 

第 ２ 条  ま ち 美 化 活 動 に 参 加 し よ う と す る ５ 名 以 上 の 団 体 （ 以 下 「 参 加 

団 体 」 と い う 。） は 、 自 ら 管 理 し よ う と す る 公 共 施 設 の 区 域 を 定 め 、 活

動 届 出 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 

適 当 で あ る と 認 め た と き は 、 参 加 団 体 と 合 意 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 取 り 交

わ す も の と す る 。 

（ 報 告 書 ） 

第 ３ 条  前 条 の 合 意 書 を 取 り 交 わ し た 参 加 団 体 （ 以 下 「 パ ー ト ナ ー 」 と 

い う 。） は 、 毎 年 度 末 ま で の ま ち 美 化 活 動 の 実 施 内 容 を 活 動 報 告 書 （ 様

式 第 ３ 号 ） に よ り 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２  パ ー ト ナ ー は 、 ま ち 美 化 活 動 の 実 施 に 当 た り 事 故 が 生 じ た と き は 、 事 

故 報 告 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り す み や か に 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な

い 。 

 （ パ ー ト ナ ー の 役 割 ） 

第 ４ 条  パ ー ト ナ ー が 行 う ま ち 美 化 活 動 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

 (1) 公 共 施 設 の 空 き 缶 、 吸 殻 等 の 散 乱 ご み の 収 集 

 (2) 公 共 施 設 の 除 草 

 (3) 公 共 施 設 の 花 木 の 植 栽 及 び 管 理 

 (4) 公 共 施 設 の 破 損 等 に 関 す る 情 報 の 提 供 

 (5) そ の 他 環 境 美 化 等 の 促 進 に 必 要 な 活 動 

２  前 項 の 活 動 に よ り 収 集 し た 空 き 缶 や 散 乱 ご み 等 は 、 可 燃 、 不 燃 に 分 別 

し 、 活 動 区 域 の 収 集 日 に 指 定 集 積 場 所 へ 搬 出 す る も の と す る 。 た だ し 、

こ れ に よ り 難 い 場 合 は 、 市 長 の 指 示 す る 方 法 に よ り 処 理 す る も の と す る

。 

  



（ 市 の 支 援 ） 

第 ５ 条  市 長 は 、 パ ー ト ナ ー の 活 動 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 支 援 を 行 う も の と 

す る 。 

 (1) 活 動 に 必 要 な 物 品 等 の 支 給 又 は 貸 与 

 (2) そ の 他 ま ち 美 化 活 動 の 実 施 に 必 要 な 事 項 

２  前 条 に 規 定 す る 活 動 中 、 パ ー ト ナ ー に 発 生 し た 事 故 に つ い て は 、 市 が

加 入 し て い る 賠 償 補 償 保 険 の 規 定 の 範 囲 内 で 対 応 す る も の と す る 。 

 （ 標 示 板 の 設 置 ） 

第 ６ 条  市 長 は 、 パ ー ト ナ ー か ら 標 示 板 の 設 置 の 申 し 出 が あ り 、 公 共 施 設 

の 管 理 上 支 障 が な い と 認 め た と き は 、 こ れ を 設 置 す る こ と が で き る 。 

 （ 安 全 の 確 保 ） 

第 ７ 条  パ ー ト ナ ー は 、 ま ち 美 化 活 動 に お い て 、 安 全 確 保 に つ い て 、 責 任 

を 持 っ て 対 処 す る こ と と し 、 活 動 に 際 し て の 安 全 対 策 、 予 防 策 等 を 講 じ

る も の と す る 。 

２  中 学 生 以 下 の 者 が 活 動 に 参 加 す る 場 合 は 、 保 護 者 又 は 監 督 者 の 参 加 を 

 必 要 と す る こ と と す る 。 

（ 辞 退 及 び 合 意 の 解 消 ） 

第 ８ 条  パ ー ト ナ ー は 、 ま ち 美 化 活 動 の 活 動 を 辞 退 し よ う と す る と き 、 又 

は 中 止 し よ う と す る と き は 、 活 動 辞 退 （ 中 止 ） 届 出 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た と き は

、 合 意 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 

(1) パ ー ト ナ ー の 活 動 が 合 意 書 の 内 容 と 異 な る と き 

(2) パ ー ト ナ ー が 公 共 の 利 益 に 反 し 、 又 は 反 す る お そ れ の あ る 行 為 を 行

っ た と き 

(3) そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め た と き 

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 合 意 を 取 り 消 す と き は 、 合 意 取 消 通 知 書 （

様 式 第 ６ 号 ） に よ り 当 該 パ ー ト ナ ー に 通 知 す る も の と す る 。 

４  第 ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 物 品 等 の 支 給 又 は 貸 与 を 受 け た パ ー

ト ナ ー は 、 辞 退 及 び 合 意 の 解 消 に よ り こ れ を 必 要 と し な い 場 合 は 、 す み

や か に 市 に 返 還 す る も の と す る 。 

 （ 顕 彰 ） 

第 ９ 条  市 長 は 、 ま ち 美 化 活 動 の 実 施 に 当 た り 特 に 優 れ て い る と 認 め ら れ 

る 場 合 は 、 そ の パ ー ト ナ ー を 顕 彰 す る こ と が で き る 。 

 



 （ 連 絡 調 整 及 び 庶 務 ） 

第 １ ０ 条  ま ち 美 化 活 動 の 円 滑 な 実 施 の た め に 必 要 な 関 係 部 課 と の 連 絡 調 

 整 は 、 市 民 生 活 部 市 民 協 働 ・ ボ ラ ン テ ィ ア 推 進 課 が 行 う も の と す る 。 

２  ま ち 美 化 活 動 に 関 す る 庶 務 は 、 公 共 施 設 の 管 理 者 に お い て 処 理 す る 。 

 （ そ の 他 ） 

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。 

   附  則 

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

   附  則 

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ３ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

  附  則 

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

附  則 

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

附  則 

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 


